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栃木県監査委員告示第11号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定並びに栃木県監査委  

員監査基準に基づく監査を執行したので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり公表す  

る。 

  令和５（2023）年９月12日 

                   栃木県監査委員   森 澤   隆    

                      同      鎌 形 俊 之    

同      阿 部 寿 一    

同      白 石 資 隆    

第１ 監査の対象 

      地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並び  

に同条第２項に規定する事務の執行（以下「財務及び事務の執行」という。）について、原則  

として令和４(2022)年度執行分のほか、必要に応じ、他年度の執行分も対象とした。 

 

第２ 監査の実施内容 

監査の対象とした財務及び事務の執行が、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果  

を挙げ、その運営及び組織が合理的であるかに主眼をおき、証拠書類等を照合し、必要な資料  

の提出を求め、関係職員の説明を聴取するなどの方法により監査を実施した。 

 

第３ 監査の結果 

   監査の結果は次のとおりである。 

 

（総合政策部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

デ ジ タ ル 戦 略 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

市 町 村 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

地 域 振 興 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

総 合 政 策 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

広 報 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（経営管理部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

人 事 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

行政改革ICT推進課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

文 書 学 事 課 令和５(2023)年８月25日 〔注意事項〕 

計１件（収入・支出事務１件） 

管 財 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

財 政 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 
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職 員 厚 生 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

税 務 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（生活文化スポーツ部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

博 物 館 令和５(2023)年６月15日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

と ち ぎ 男 女 共 同 

参 画 セ ン タ ー 

令和５(2023)年７月４日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

美 術 館 令和５(2023)年７月14日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

ス ポ ー ツ 振 興 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

人権男女共同参画課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県 民 協 働 推 進 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

文 化 振 興 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

くらし安 全安心 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

統 計 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（保健福祉部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

食 肉 衛 生 検 査 所 令和５(2023)年５月29日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

那 須 学 園 

 

令和５(2023)年６月１日 〔指摘事項〕 

下水道中継槽保守点検業務委託契約におい

て、令和３年８月にプール棟西中継ポンプ槽制

御盤扉の破損について、雨での浸水による漏電

や故障等の危険があることから、速やかに修理

が必要との報告を受けたが、業者による応急処

置がなされたこと等を理由として、修理のため

の予算要求等の具体的な措置を講じずに放置し

ていたものがあった。 

（財産・物品管理事務）

障害者総 合相談 所 令和５(2023)年６月15日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

精神保健福祉センター 令和５(2023)年６月15日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

動物愛護指導センター 令和５(2023)年７月４日 〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 

中 央 児 童 相 談 所 令和５(2023)年７月19日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 
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県 南 児 童 相 談 所 令和５(2023)年７月19日 

 

〔注意事項〕 

計１件（予算執行事務１件） 

県 北 児 童 相 談 所 令和５(2023)年７月19日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

医 療 政 策 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

高 齢 対 策 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

健 康 増 進 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

感 染 症 対 策 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

こ ど も 政 策 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

生 活 衛 生 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

薬 務 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

指 導 監 査 課 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

保 健 福 祉 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

障 害 福 祉 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

国 保 医 療 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

   

（環境森林部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

小山環境管理事務所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県東環境森林事務所 令和５(2023)年６月１日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県西環境森林事務所 令和５(2023)年７月７日 

 

〔注意事項〕 

計１件（予算執行事務１件） 

県北環境森林事務所 令和５(2023)年７月７日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

矢板森林管理事務所 令和５(2023)年７月７日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

林 業 セ ン タ ー 令和５(2023)年７月７日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県南環境森林事務所 令和５(2023)年７月14日 〔注意事項〕 

計１件（予算執行事務１件） 

気 候 変 動 対 策 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

環 境 保 全 課 令和５(2023)年８月17日 〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 
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自 然 環 境 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

資 源 循 環 推 進 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

林 業 木 材 産 業 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

森 林 整 備 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

環 境 森 林 政 策 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（産業労働観光部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

計 量 検 定 所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

小 山 労 政 事 務 所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

宇都宮労 政事務 所 令和５(2023)年５月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

大田原労 政事務 所 令和５(2023)年５月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

足 利 労 政 事 務 所 令和５(2023)年５月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

経 営 支 援 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

国 際 経 済 課 令和５(2023)年８月25日 〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 

観 光 交 流 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

労 働 政 策 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

産 業 政 策 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

工 業 振 興 課 令和５(2023)年８月28日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（農政部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

県央家畜保健衛生所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県南家畜保健衛生所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

県北家畜保健衛生所 令和５(2023)年５月９日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

河内農業振興事務所 

 

令和５(2023)年６月１日 

 

〔注意事項〕 

計１件（予算執行事務１件） 

農業環境指導センター 令和５(2023)年６月１日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 
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安足農業振興事務所 令和５(2023)年７月４日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

水 産 試 験 場 令和５(2023)年７月４日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

畜産酪農研究センター 令和５(2023)年７月４日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

農 業 試 験 場 

（「いちご研究所」・ 

「原種農場」を含む。） 

令和５(2023)年７月７日 〔注意事項〕 

計３件（契約検収事務２件、財産・物品管理事

務１件） 

下都賀農業振興事務所 令和５(2023)年７月11日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

農 業 大 学 校 令和５(2023)年７月11日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

上都賀農業振興事務所 令和５(2023)年７月14日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

芳賀農業振興事務所 令和５(2023)年７月19日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

塩 谷 南 那 須 

農 業 振 興 事 務 所 

令和５(2023)年７月19日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

那須農業振興事務所 

（「那須広域ダム管

理支所」を含む。） 

令和５(2023)年７月19日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

農 村 振 興 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

経 営 技 術 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

生 産 振 興 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

畜 産 振 興 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

農 政 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

経 済 流 通 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

農 地 整 備 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（県土整備部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

都 市 整 備 課 

（公営企 業会計 ） 

令和５(2023)年７月11日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

下水道管 理事務 所 

 

令和５(2023)年７月11日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

技 術 管 理 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

建 築 課 令和５(2023)年８月22日 〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 
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住 宅 課 令和５(2023)年８月22日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

監 理 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

交 通 政 策 課 令和５(2023)年８月23日 〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 

道 路 整 備 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

道 路 保 全 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

河 川 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

砂 防 水 資 源 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

都 市 計 画 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

都 市 整 備 課 

（ 一 般 会 計 ） 

令和５(2023)年８月23日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

用 地 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（危機管理防災局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

消 防 学 校 令和５(2023)年６月１日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

危 機 管 理 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

消 防 防 災 課 令和５(2023)年８月17日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

   

（会計局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

会 計 管 理 課 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（企業局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

今市発電管理事務所

（「板室管理支所」

を含む。） 

令和５(2023)年７月７日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

北那須水 道事務 所 令和５(2023)年７月７日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

鬼 怒 水 道 事 務 所 

 

令和５(2023)年７月７日 

 

〔注意事項〕 

計１件（工事事務１件） 

企 業 局 令和５(2023)年７月11日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 
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（議会事務局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

議 会 事 務 局 令和５(2023)年８月25日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（人事委員会事務局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

人事委員 会事務 局 令和５(2023)年７月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（監査委員事務局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

監 査 委 員 事 務 局 令和５(2023)年７月４日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（労働委員会事務局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

労働委員 会事務 局 令和５(2023)年７月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

（教育委員会事務局） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

図 書 館 

 

令和５(2023)年５月11日 

 

〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 

芳 賀 青 年 の 家 令和５(2023)年７月４日 

 

〔注意事項〕 

計１件（契約検収事務１件） 

太平少年 自然の 家 令和５(2023)年７月４日 

 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

総合教育 センタ ー 令和５(2023)年７月14日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

学 校 安 全 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

義 務 教 育 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

高 校 教 育 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

特 別 支 援 教 育 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

生 涯 学 習 課 令和５(2023)年８月23日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

健 康 体 育 課 令和５(2023)年８月23日 〔注意事項〕 

計１件（予算執行事務１件） 

教 育 政 策 課 

（「文書館」を含

む。） 

令和５(2023)年８月25日 〔指摘事項〕 

借入物品について、賃貸借契約終了に伴い、

設置した学校に対し保有数量等を調査したとこ

ろ、複数の学校において紛失していることが判

明し、紛失した物品について買取りを行ってい
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た。そのため、保有数量等を定期的に学校から

報告させるなど、借入物品の確認方法を早期に

見直し、再発防止を徹底する必要があるにもか

かわらず、見直し等を行っていなかった。ま

た、今回の紛失事案を受け、関係する学校への

注意喚起も行われておらず、実効性のある再発

防止策がとられていなかった。 

 今後は、適切な物品管理体制の構築に努めら

れたい。 

（財産・物品管理事務）

〔検討事項〕 

県立学校事務における教職員の給与等庶務経

理事務は業務が複雑であり、システム化がなさ

れていないことに加え、近年は県立学校事務に

おける給与等庶務経理事務に精通した人材の不

足により内部統制機能が脆弱化し、監査におけ

る指摘・注意事項等の件数は高止まりの状況が

続いている。 

  こうした現状を改善するため、給与等庶務経

理事務のシステム化や集約化等によるチェック

機能の強化を図る必要があることから、知事部

局の総務事務センターへの業務集約に加え、給

与等庶務経理事務に精通した人材から成るチェ

ック機関の新規創設等、教育委員会における事

務処理体制の見直しによる業務の適正化及び効

率化について、関係部局等とも連携の上対応を

検討されたい。 

（その他行政事務）

施 設 課 令和５(2023)年８月25日 〔注意事項〕 

計１件（収入・支出事務１件） 

     

（警察本部） 

 監査対象機関名 監 査 年 月 日      監 査 の 結 果 

警 察 本 部 令和５(2023)年８月18日 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当する

ものは認められなかった。 

 

※指摘事項：事務が著しく不適正又は経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切と認めら

れるもの 

 注意事項：指摘事項には至らないが注意を要すると認められるもの 

検討事項：指摘事項及び注意事項以外の、事務事業の執行に課題がある場合で、改善に向けて特

に検討を要すると認められるもの 


